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本
法
律
案
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
に
対
す
る
支
援
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
地
域
で
の
生
活
支
援
、
相
談
体
制
の
整
備
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
等
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る

 

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
次
脳
機
能
障
害
」
と
は
、
疾
病
の
発
症
又
は
事
故
に
よ
る
受
傷
に
よ
る
脳
の
器
質
的
病
変
に
起

因
す
る
と
認
め
ら
れ
る
記
憶
障
害
、
注
意
障
害
、
遂
行
機
能
障
害
、
社
会
的
行
動
障
害
、
失
語
、
失
行
、
失
認
そ
の
他
の
認

 

知
機
能
の
障
害
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

二
、
基
本
理
念
と
し
て
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
に
対
す
る
支
援
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
の
意
思
を
尊
重
し
つ
つ
高
次
脳
機
能

障
害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
高
次
脳
機
能
障
害
者
が
個
人
と
し
て
の
尊
厳
を
保
ち
つ

 

つ
他
の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
定
め
る
。

三
、
国
は
、
二
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
及
び
実
施
す
る
責

務
を
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
責
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
施
策
を



二

 

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
及
び
実
施
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

四
、
政
府
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ

 

の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

五
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
が
、
そ
の
希
望
に
応
じ
て
、
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ

 

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
に
対
し
、
必
要
な
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
の
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
業
務
を
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
、
又
は

 

自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
都
道
府
県
は
、
専
門
的
に
高
次
脳
機
能
障
害
の
診
断
、
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

 

る
病
院
又
は
診
療
所
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
都
道
府
県
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
、
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
関
係
者
並
び
に
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教

育
、
労
働
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
並
び
に
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
高
次
脳
機

 

能
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

九
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


